
 

船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年４月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第３８号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２２年３月６日 ０７時００分ごろ 

発生場所 島根県隠岐の島町 

 隠岐の島町西郷岬灯台から真方位０９２°１.１５海里付近 

（概位 北緯３６°１０.２５′ 東経１３３°２１.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年４月１３日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（広島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第十一天祐
てんゆう

丸、１９トン 

 ＳＮ２-２７８７（漁船登録番号）、有限会社天祐丸 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷  主機クランク軸破断、４番主軸受メタル焼損及びクランクケース内４番

主軸受支持部摩耗 

 事故等の経過  本船は、中型まき網漁業船団に属する灯船で、船長ほか１人が乗り組

み、島根県知夫里島沖で操業を終え、主機を回転数毎分約１,５００にかけ

て、島根県隠岐の島町白埼の東方沖を航行中、平成２２年３月６日０７時

００分ごろ、主機が異音を発していることに船長が気付き、直ちに減速し

て点検を行ったところ、異常な振動を感じたことから、主機を停止した。 

 本船は、航行を断念し、僚船にえい
．．

航されて西郷港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３ 

海象：白波が立っていた。 

 その他の事項  主機の運転時間は、年間約３,０００時間であった。 

 主機は、平成１３年に中古で本船に据え付けられたが、主軸受メタルの

開放点検が行われていなかった。 

 主機は、クランクデフレクションの計測が極めて困難で行われていなか

った。 

 主機のシステム油は、標準新替間隔を２５０時間とされていたところ、

約１,０００時間ごとに新替えされていた。 

 主機は、異音を発したときシステム油の圧力が低下しており、低圧警報

装置が作動した。 

 主軸受メタルは、焼損した４番がクランク軸と連れ回っており、他は４

番から離れるにつれ摩耗の程度が軽微になっていた。 

 クランク軸は、３番シリンダ船尾側クランクアームにおける、クランク

ピン内側とクランクジャーナル付け根部とを結ぶ線上で破断しており、

破断面が、軸と斜め方向及び軸と平行の２種類の領域に大別され、前者の

一部にラチェットマーク、また、後者の大部分にビーチマークが現れてい

た。 

 主機は、平成１６年１０月及び平成１７年３月に過熱によりピストンが



 

焼き付いたが、クランク軸の点検が行われなかった。 

 主機の据付ボルトは、緩んでいなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

 本船は、白埼の東方沖を航行中、主機のクラン

ク軸が、繰返し曲げ応力を受け、生じていた亀裂

が進行して破断したものと考えられる。 

 主機は、４番主軸受メタルの摩耗が進行して３

番シリンダでのクランクデフレクション値が増加

し、クランクジャーナル付根部にかかる曲げ応力

が次第に増大していたものと考えられる。 

クランク軸は、４番クランクジャーナル付根部

に亀裂の起点を生じ、３番シリンダのクランクピ

ン内側に向け徐々に進行していたものと考えられ

るが、亀裂が生じた経緯については、明らかにす

ることができなかった。 

 クランク軸は、３番シリンダ船尾側クランクア

ームの金属疲労が進行し、破断に至ったものと考

えられる。 

原因  本インシデントは、本船が白埼の東方沖を航行中、亀裂が進行していた

主機のクランク軸が繰返し曲げ応力を受けたため、生じていた亀裂が進行

して破断したことによって発生したものと考えられる。 

 




